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一般的意見３４ 

第１９条 ：意見および表現の自由
総論
１．　この一般的意見を一般的意見１０（第19会期）と差し替える。 

２．　意見を持つ自由および表現の自由は人の完全な発達にとって欠くことのできない条件である。これらの自由はいかなる社会にとっても必須のものであり、
 すべての自由で民主的な社会にとっての礎石を成している。これら二つの自由は密接に関連し合っており、表現の自由は意見を交換し発展させるための手段を提供するものである。 

３．　表現の自由は、人権の推進および保護にとって不可欠な透明性と説明責任の原則を
実現するための必要条件である。
４．　意見をもつ自由および／もしくは表現の自由の保障を含むその他の条文として、第18条、第17条、第25条、および第27条がある。意見をもつ自由と表現の自由は、多岐にわたる他の人権を完全に享受するための基盤を形成する。例えば、表現の自由は、集会および結社の自由の権利を享受したり、投票権を行使するためには不可欠のものである。 

５．　第19条第1項の特定の用語、および意見と思想の関係性（第18条）を考慮すると、第１項の留保は規約の目的および趣旨と両立しない。
 さらに、意見を持つ自由は規約第4条の規定により効力停止としてはならない権利として列挙されてはいないが、「第４条第２項に掲げられていない規約規定の中にも、委員会の見解では、第４条に基づく合法的効力停止の対象とすることができない要素が存在する」ことが想起される。
 意見を持つ自由はこのような要素のひとつである。なぜならば、緊急事態においてもその効力を停止することは決して必要とはなりえないからである。
 

６．　表現の自由と規約の他の権利との関係を考慮すれば、第19条第2項の特定の要素への留保は容認可能な場合もあるが、第2項で提示された権利への一般的留保は、規約の目的および趣旨と両立しない。
 
７．　意見を持つ自由と表現の自由を尊重する義務は全体としてすべての締約国を拘束するものである。国の全ての部門（行政、立法、および司法）、および他の公共もしくは政府の機関は、国、地方、もしくは地域（市町村）のどの段階であれ、締約国としての責任を負う立場にある。
 そのような責任は、一定の状況下では、準国家機関の行為に関しても締約国が負うことになる。
 また、締約国は、規約のこれらの権利が私人間あるいは団体間に適用可能である限り、意見を持つ自由および表現の自由の享受を侵害するような私人あるいは団体のいかなる行為からも個人が保護されることを保障しなければならない。
 
８．　締約国は、規約締約国に課される一般的な法的義務の性質に関する一般的意見31の中で委員会が示した指針に一致する形で、規約第19条に含まれる権利を締約国の国内法に確実に明記することを求められる。締約国は、今回の一般的意見で議論されている問題を考慮に入れながら、第19条で保護される権利に関連する政策レベルおよび他部門の運用をはじめ、関連する国内法的基準、行政施策、および司法判断を、第40条にもとづく報告として、委員会に提供することが求められる。報告はこれらの権利が侵害された場合に利用可能な救済策に関する情報を同時に含まなければならない。 
意見を持つ自由 

９．　第19条第1項は干渉されることなく意見を持つ権利の保護を要求するものである。これは規約がいかなる例外や制約をも認めない権利である。意見を持つ自由は、いつでも、そしていかなる理由であっても、その人の自由な選択によって、意見を変えることのできる権利にまで及ぶのである。何人も、その人が実際にもつ、またはもつと感じられる、あるいはもつと仮定される意見を理由として、規約の下にある全ての権利に関するいかなる差別もしくは侵害も受けることがあってはならない。政治的、科学的、歴史的、道徳的、あるいは宗教的意見を含むあらゆる形態の意見が保護される。意見をもつことを刑事罰の対象とすることは第1項と両立しない。
　個人がもっている意見を理由とした逮捕、拘留、裁判もしくは収監などを含む個人への嫌がらせ、脅迫もしくは非難は、第19条第1項違反となる。
 
１０．　なんらかの意見をもつこと、またはもたないことを強制する試みはいかなる形態であっても禁止される。
　意見を表明する自由は必然的に意見を表明しない自由をも含む。 
表現の自由 

１１．第2項は、国境に関係なく、あらゆる種類の情報や考えを求め、受けとり、そして伝える権利を含む表現の自由の権利を保障することを締約国に要求するものである。この権利は、第19条第3項と第20条の規定を条件として、他の人々へ伝達可能なあらゆる形態の考えおよび意見を表現しそれらに関する通信を受け取ることを含む。
 　これには政治的言説、
　個人的関心事
および公共の問題
に関する論評、戸別訪問、
 人権についての議論、
　ジャーナリズム、
  文化的および芸術的表現、
 教育、
 および宗教的言説
　が含まれる。商業広告もまたそれに含まれるであろう。第19条第3項および第20条の規定によって制限されることはありえるが、第2項の範囲は、大いに攻撃的と見なされるような表現にさえ及ぶのである。
　
１２．　第2項は表現のすべての形態およびその発表手段を保護するものである。その形態は話し言葉や書き言葉、手話、および芸術上のイメージや物体のような非言語的表現をも含む。
 表現手段には、書籍、新聞、
 パンフレット、
 ポスター、横断幕、
 衣服および法的文書
 が含まれる。これらは、電子およびインターネット関連、ならびに視聴覚による表現様式のあらゆる形態を含む。
表現の自由とメディア 

１３．　意見と表現の自由および規約の他の権利の享受を確保するためには、検閲や制約のない自由な報道（または他のメディア）が、いかなる社会においても不可欠である。それは民主主義社会の礎石の一つである。
　規約は、メディアがその機能を果たすことのできる基盤となる情報を受け取る権利を尊重する。
　市民、立候補者、および選出された代議員との間の、公的および政治的問題に関する情報と考えの自由な交流が不可欠である。このことは、検閲や制限をうけず公の問題に関して論評し、世論を知らせることができる自由な報道（および他のメディア）を意味する。
　公衆にもまた、それに対応してメディアの成果を受け取る権利がある。

１４．　民族および言語上の少数派のメンバーを含むメディア利用者の権利を保護し、広範囲の情報と考えを受け取る手段として、締約国は独立した多様なメディアを奨励するために細心の注意を払わなければならない。
１５．　締約国は、インターネットおよび携帯型電子情報伝達システムなどの情報・通信技術の発展によって、世界中の通信慣行がどの程度実質的な変化をとげてきたかを考慮しなければならない。今や考えや意見を交換するための世界規模のネットワークが存在し、必ずしも伝統的なマスメディア仲介機関に依存する必要はない。締約国はこれらの新しいメディアの独立性を高め、個人のアクセスを確保するために必要なあらゆる措置を講じなければならない。
１６．　締約国は公共放送業務が独立した形で行われるよう確保しなければならない。
　この点において、締約国は放送の独立性と編集の自由を保証すべきである。締約国は放送の独立性を損ねることのない方法で資金提供を行わなければならない。
１７．　メディアに関する問題は、さらに、この一般的意見の中で表現の自由の制限を取り上げる項目でも議論されている。
情報にアクセスする権利
１８．　第19条第2項は公共団体が持つ情報の入手に関する権利を掲げている。そのような
情報には、情報が保管されている形態やその情報源および作成日時に係わりなく、公共団体が持つ記録が含まれる。公共団体とはこの一般的意見の第７項に示されているものを言う。そのような団体の指定は公的機能を果たしている他の団体である場合もある。既に述べたように、規約第25条と総合すれば、情報を入手する権利には、メディアが公務に関する情報を入手する権利、
 および一般公衆がメディアから出された情報を受け取る権利が含まれる。
 情報入手の権利に関する要素は規約の他の個所でも取り上げられている。委員会が規約第17条に関する一般的意見16で述べたように、すべての個人は、個人データが自動データファイルに保存されているかどうか、もし保存されているとすれば、どのようなデータがどのような目的で保存されているのかを理解できる形で確かめる権利を持たなければならない。各個人は､どのような公共機関､ 私的個人または団体が､ 自分のデータファイルを管理し､もしくは管理することができるのかということを確認できるものとする｡もし､そのようなデータファイルの中に誤りのある個人データが含まれていたり､ データファイルが法の規定に反して集められていたり､処理されていた場合には､各個人は修正を求めたり､ 削除を求める権利を持つものとする。規約第10条によって、囚人は自己の医療記録を入手する権利を失うことはない。
 委員会は、第14条に関する一般的意見３２の中で、刑事上の罪に問われている人々が持つ情報に関する様々な権利を明確に述べた。
 第2条によれば、各人は自らの規約上の権利一般に関する情報を知らされていなくてはならない。
 第27条によって、少数者集団の生活や文化の在り方を実質的に危険にさらす可能性のある締約国の意思決定は、影響を受ける共同体との情報共有および協議の過程を経て行われるべきである。

１９．　情報を入手する権利を実効あらしめるためには、締約国は公益に関する政府情報を積極的に公共領域に位置付けなければならない。締約国はそのような情報を、容易に迅速に効果的、かつ実際的に入手することを保障するためにあらゆる努力をすべきである。締約国はまた、情報の自由に関する立法等によって、情報の入手を可能にするために必要な手続きを法制化しなければならい。
 手続きは規約と両立する明確な規則に従って、情報に対する請求をタイムリーに処理するものでなければならない。情報請求費用は情報入手に対する不合理な障害となるようなものであってはならない。情報へのアクセス拒否は、いかなる場合でも、当局がその理由を明らかにしなければならない。情報請求に対応できない場合、ならびに情報へのアクセス拒否に対する訴えがある場合にも、和解策が整備されなければならない。
表現の自由と政治的権利 

２０．　委員会は、政治への参与および投票権に関する一般的意見２５において、政治的活動および投票権の実効的な行使に関する表現の自由の重要性について詳述した。市民、立候補者、および選出された代議員との間の公的および政治的問題に関する情報および考えの自由な交流が不可欠である。これは、検閲や制限を受けることなく公の問題に関して論評し、世論を知らせることのできる自由な報道を意味する。
　締約国は、一般的意見
２５ がそのような文脈における表現の自由の推進と保護に関して提示する指針に関心を払わなければならない。 
第１９条第３項の適用 

２１． 第3項は、表現の自由に関する権利の行使には特別の義務と責任が伴っていることを明確に述べている。この理由により、この権利に関する２つの限定的な制限領域が許容されているが、その制限とは、他の者の権利または信用の尊重、もしくは、国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護、のいずれかに関連している場合である。ただし、締約国が表現の自由の行使に制限を加える場合、この権利自体を危険にさらしてはならない。委員会は、権利と制限との関係、および規範と例外との関係が逆転してはならないことを想起する。
　委員会は同時に、「この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し、もしくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し、又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない」という、規約第5条第1項の規定を思い起こす。
２２．　第3項は特定の条件を規定しており、制限を課すことができるのは唯一これらの条件下にある場合のみである。すなわち、その制限は「法律により定められて」いなければならない；制限は第3項の（a）および（b）に定められた根拠の一つに対してのみ課すことができる；さらに、制限は必要性と比例性の厳格な基準に適合するものでなければならない。
　制限は、たとえ、規約で保護される他の権利の制限として正当化されるような根拠に基づくものであっても、第3項の中で特定されていないものを根拠とすることは認められない。制限は規定された目的のためにのみ適用され、そして、その制限の根拠となっている特定の必要性事由に直接に関連していなければならない。
 
２３．　締約国は、表現の自由を行使しようとする人たちを沈黙させようとする攻撃から保護するための効果的な手段を講じるべきである。第3項は、複数政党民主主義、民主主義的信条、および人権の擁護に対する口封じの正当化として想起されてはならない。
　また、いかなる状況においても、意見を持つ自由または表現の自由の行使を理由とした不当逮捕、拷問、生命への脅威および殺人などの形態を含む人への攻撃は、第19条とは相容れない。
　ジャーナリストは自らの活動のためにそのような脅威や威嚇、および攻撃の対象になる事が多い。
　人権状況に関する情報の収集や分析に従事する人々および、裁判官や弁護士をはじめ人権関連の報告書を公表する人々もそうである。
　このような攻撃すべてに対して時機を逃さず精力的な調査が行われるべきであり、実行者は起訴され、
そして犠牲者、もしくは殺人の場合にはその代理人、が適切な形で賠償を受けるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
２４．　制限は法律によって定められなければならない。法律には国会特権による法律
 および法廷侮辱罪にかかる法令
 が含まれる。表現の自由に対するいかなる制限も人権の深刻な制約となるので、制限を伝統的、宗教的、あるいはその他の慣習法で規定することは規約とは両立しない。
 
２５．　第3項の目的のためには、「法律」として特徴づけられるべき一つの規範が、それに則して個人が自らの行動を規制できるような十分な正確性をもって明文化され、
 そして公表されなければならない。法律は表現の自由の制限に対する無制約な裁量権をその実行担当者に与えるものであってはならない。
　法律は、どのような表現であれば制限が適切であり、どのような表現には制限が不適切なのかを確実に知ることができるような十全な指針を実行担当者に提供するものでなければならない。
２６．　パラグラフ２４で言及された法律をはじめ、第19条に列挙された権利を制限する法律は、規約第19条第3項の厳格な要件に従っていなければならないだけではなく、それ自体、規約の規定、意図および目的に適合していなければならない。
 法律は規約の差別禁止規定に違反するものであってはならない。法律は体罰のような、規約と両立しない処罰を定めてはならない。
 
２７．　表現の自由に課されている制限に対して法的な根拠を明らかにするのは締約国である。
もし、ある特定の締約国に関して、ある特定の制限が法律によって課されているか否かを委員会が検討しなければならない場合には、締約国はその法律、およびその法律の規制の範囲に含まれる行為について詳細を提示しなければならない。

２８．　第3項に列挙されている制限の法的根拠の一番目は他の者の権利もしくは信用の尊重である。「権利」という用語は規約、および、より一般的には国際人権法によって認められている人権を含む。例えば、第17条の権利と同様に、第25条の投票権を保護するために表現の自由を制限することは合法であろう（パラグラフ３７参照）。
 このような制限は注意深く構築されなければならない。すなわち、脅迫や強要からなる表現形態から投票者を保護することは認められるが、このような制限が、自由投票のボイコットの呼びかけ等の政治的な議論を妨害してはならない。
「他の者」という用語は個人としての、もしくは共同体の構成員としての他の人々をさす。
 従って、それは、宗教的信仰
 もしくは民族性
 によって定義される共同体の個々の構成員を表す場合もある。
２９．　二番目の法的根拠は国の安全あるいは公の秩序、または公衆の健康、もしくは道徳の保護である。 
３０．　締約国が最大の注意を払わなければならないのは、公職機密法または治安法あるいはその他の法律として表示されているか否かにかかわらず、反逆罪にかかる法令
 および国の安全に関連する同様の規定が、第3項の厳格な要件に適合する形で策定され、適用されることを確保することである。 例えば、そのような法律を援用して、国の安全を損うことがない、正当な公益に関する情報を抑圧する、あるいは公衆に知らせないようにすること、もしくは、そのような情報を広めたとしてジャーナリスト、研究者、環境活動家、あるいは人権運動家等を起訴することは、第3項と両立しない。
 さらに、商業、銀行業、および科学的進歩に関連する範疇の情報をそのような法律の権限事項に含めることもまた、一般的に適切ではない。
 一例として、全国ストへの招集を含めた、労働争議を支援する声明の発行を制限することは国の安全を根拠としては認められないと、委員会は判断した。

３１．　公の秩序維持に基づいて、特定の公共の場所での発言行為を規制することは、一定の状況下では認められる。
 表現形態に関連する法廷侮辱行為は公の秩序という根拠に照らして検証される。第3項を遵守するためには、そのような手続きや課された処罰が、整然とした手続きを維持するための裁判所の権力行使を正当化するものであると証明されなければならない。
 そのような手続きはいかなる方法であっても、弁護側の権利の正当な行使を制限するために使われてはならない。
３２．　委員会は、一般的意見２２の中で次のように述べた：「道徳の概念は多くの社会的、哲学的および宗教的伝統に由来すると考える。従って、道徳の保護を目的とする・・・制限は、単一の伝統のみに由来することのない原則に基づかなければならない。」 そのような制限はいかなるものであっても、人権の普遍性と差別禁止の原則に照らして理解されなければならない。
３３． 制限は正当な目的のために「必要」でなければならない。従って、例えば、特定の共同体で使用されている言語を保護する目的で、ある言語による商業広告を禁止することは、表現の自由を制約しない他の方法でその保護が達成できるのであれば、必要性の基準に違反する。
 一方、ある宗教的共同体に対して敵意を表す資料を出版した教師を、通学地域においてその信仰をもつ子どもたちの権利および自由を守るために教職以外の職場に転任させた事例では、締約国は必要性の基準を遵守したものと、委員会は判断した。

３４．　制限は過度に広汎であってはならない。委員会は一般的意見２７の中で次のように述べた。「制約手段は比例原則に従わなければならない。すなわち、制約手段は：その保護機能を達成するのに適したものでなければならない；また、保護機能を達成できそうなものの中でも最小限の規制方法でなければならない；さらに、守られるべき利益に比例していなければならない。比例原則は制約を構成する法律のみならず、法律を適用する行政及び司法当局によっても尊重されなければならない」。
　比例原則は問題になっている表現形態をも同時に考慮しなければならない。例えば、表現の自由に対して規約が認める価値は、民主的社会における公的および政治的領域の人物に関する公の場での論議においては特に高いのである。

３５．　締約国が表現の自由を制限するために正当な根拠を求める時、締約国は、具体的かつ個別の方法で脅威の正確な性質、および、執られた具体的行動の必要性と比例性を、特に、その表現と脅威の間に直接的かつ切迫した因果関係を証明することによって、明らかにしなければならない。

３６．　委員会は、ある状況において、表現の自由の制限を必要とする事情があったか否かを評価する権利を保有する。
 この点に関して、委員会は、この自由の範囲は「評価の余地(margin of appreciation)」
を基準にして査定されるものではないことを想起する。さらに、委員会がこの機能を遂行するためには、締約国は、いかなる場合においても、第3項に列挙された根拠のうち、どの根拠に対する脅威が表現の自由を制限させるに至ったのか、その脅威の正確な性質を具体的な方法で明示しなければならない。

特定分野における表現の自由に対する制限の限定的範囲 

３７．　政治的言説に関する制限のなかで委員会が懸念しているのは、戸別訪問の禁止、
 選挙運動中に配布可能な文書の数と類型に関する制限、
 選挙期間中政治的論評に関して地域および国際的メディアなどの情報源へのアクセスを妨げること、
 ならびに野党およびその政治家に対するメディア各社のアクセスを制限すること
 である。あらゆる制限は第3項と両立していなければならない。しかし、締約国が選挙過程の信頼性を維持するために選挙の直前に政治の世論調査を行うことを制限することは正当な場合もあろう。

３８．　上記パラグラフ１３および２０で述べたように、政治的言説の内容に関して委員会は、政治領域および公的機関の公的人物に関する公の議論においては、規約が自由な表現に対して特に高い価値をおいていることに留意してきた。
 したがって、表現の形態がある公的人物に対して侮辱的であるという単なる事実だけでは、たとえ、公的人物もまた規約の規定から利益を受けることができるとしても、処罰を科すことを十分に正当化できない。
 さらに、国家元首や政府の長等の最高政治権力者を含めて、すべての公的人物は、合法的に批判および政治的反対の対象となる。
 従って、委員会は、不敬罪、
　侮辱罪、
　権威に対して敬意を払わないこと、
 旗およびシンボルに対して敬意を払わないこと、国家元首に対する名誉毀損、
 および公務員の名誉の保護
 等に関する法令に対して懸念を表明する。また、法令は非難された可能性のある人物が誰であるかという事のみを根拠にして、より厳しい処罰を与えてはならない。締約国は軍隊や行政等の組織に関する批判を禁じてはならない。
 

３９．　締約国は、マスメディア規制に関する立法上および行政上の枠組みが第3項の規定と一致していることを確保しなければならない。
 規制制度は、様々なメディア報道の仕方に留意すると同時に、出版・放送領域とインターネットとの相違点を考慮に入れなければならない。第3項の適用となる特定の状況以外に、新聞や他の活字メディアによる発行を許可しないことは、第19条と相いれない。具体的内容が分離不可能であり、第3項に基づいて合法的に禁止できる場合でなければ、そのような状況が決して特定の出版物の禁止を含んではならない。締約国は地域および商業用ステーション等の放送メディアに負担の重い認可条件や料金を課すことを避けなければならない。
 そのような条件及び認可料金は合理的および客観的であり、
　明確で、
　透明性があり、
　差別を許さず、その他の面でも規約に則ったものでなければならない。
　地上波および衛星による視聴覚サービス等の、限定的能力をもったメディアによる放送に関する認可体制は、公共、商業、および地域放送局の間で、アクセスと周波数を公平に配分しなければならない。未だそれがなされていない締約国は、放送の申請を審査し認可する権限をもった、独立した公的な放送認可機構を設立することが推奨される。

４０．　委員会は一般的意見１０の以下の所見を繰り返す。「現代のマスメディアの発展によって、 すべての人の表現の自由についての権利に干渉するようなメディアの管理を阻止するために、効果的な措置をとることが必要である」。当該国はメディアを独占的に支配してはならないのであり、メディアが複数存在する状況を奨励しなければならない。
　したがって、締約国は規約に則り、情報源や見解の多様性を損なうような独占的状態において私的に管理されたメディア集団による不当なメディア支配もしくは集中を防止するために、適切な行動を取らなければならない。
４１．　メディア各社に対する政府の補助金制度および政府広告の掲載は、
 表現の自由を妨げる趣旨で用いられることがないよう、注意が払われなければならない。
 さらに、ニュースの普及／配布およびニュースへのアクセスのような問題に関して、民間のメディアが公的メディアに比較して不利な立場に置かれてはならない。

４２．　メディア支局や出版社、もしくはジャーナリストを、政府や政府に支持された政治経済制度に対して批判的であるというだけの理由で処罰することは、
　決して、表現の自由に対して必要な制限とは認められない。
４３．ウェブサイト、ブログ、またはその他のインターネットを利用した、電子の、もしくはインターネット・サービス・プロバイダーや検索エンジンのような、通信をサポートするシステムを含む他の情報普及システム事業に対する制限はいかなるものであっても、第３項と両立する限りにおいてのみ許容される。許容可能な制限とは一般的には具体的な内容に基づくものであり、一定のサイトおよびシステムに対する包括的な禁止は第３項と両立しない。あるサイトもしくは情報普及システムが政府または政府によって支持されている政治社会制度に批判的であるという事だけに基づいて、資料の出版を禁止することもまた、第３項に反する 

４４．　ジャーナリズムは、専門の常勤記者や分析家をはじめ、ブロガーや活字、インターネットまたは他所で個人で発信する人々を含む広範な関係者(actor)によって共有される機能であり、国による全般的なジャーナリストの登録または認可の制度は第３項と両立しない。限定的な認定評価制度が、一定の場所および／もしくは出来事に対してアクセスする特権をジャーナリストに提供することが必要な場合にのみ、許容される。そのような制度は、客観的基準に基づき、また、ジャーナリズムが広範な関係者によって共有される機能であることを考慮に入れた上で、差別のない、かつ、第19条や規約の他の規定と両立する形で適用されなければならない。
４５．　表現の自由の行使を求めるジャーナリストや他の人々(例えば人権関連の会合に出席したい人々等) 
 が締約国の外に旅行する自由を制限すること、外国人ジャーナリストについては締約国内への入国を特定の国からのみに制限すること、
 あるいは、ジャーナリストや人権問題研究者の移動の自由を締約国内だけに（紛争地や自然災害地、もしくは人権侵害容疑のある地区に）制限することは、通常第3項と両立しない。締約国は、表現の自由の権利に関するかの要素、即ち、ジャーナリストの限定的な取材秘匿特権を認め、尊重しなければならない。

４６．　締約国は、反テロリズム対策が第3項と両立することを確保しなければならない。「テロリズムの奨励」
 および「過激な活動」
のような違法行為、ならびにテロリズムを「賞賛し」「賛美し」あるいは「正当化」することは、表現の自由への不必要な、あるいは過度の干渉につながらないことを確保するよう、明確に定義づけられなければならない。情報へのアクセスに対する過度の制限もまた避けなければならない。メディアはテロ行為に関して公衆に情報を与える上で重要な役割を果たしており、その活動能力が不当な制約を受けてはならない。この点において、合法的な活動を行ったことでジャーナリストが処罰されてはならない。
４７．　名誉毀損にかかる法令は第3項に従い、かつ、実際に表現の自由を弾圧することのないよう、注意深く策定されなければならない。
 そのような法令はすべて、特に懲罰的名誉毀損にかかる法令は真実の擁護などの抗弁を含むべきであり、その性質上検証の対象になることのないような表現形態に関して適用されるべきではない。少なくとも公的人物についての論評に関しては、悪意はなかったが誤って公表された真実ではない表現を処罰すること、もしくはそれを違法と宣告することを避けるよう、配慮がなされなければならない。
 いかなる場合でも、批判の内容に対する公共の利益は抗弁として認められなければならない。締約国は行き過ぎた制裁措置や処罰を避けるために注意を払わなければならない。必要な場合には、締約国は勝訴した当事者の費用を被告が賠償する要件に合理的な制限を設けるべきである。
 締約国は名誉毀損の不処罰を検討すべきである。
 そして、いかなる場合でも、刑法の適用は最も深刻な事件においてのみ容認されるべきであり、拘禁刑は決して適切な処罰ではないことを考慮しなければならない。 締約国がある人を刑法の名誉毀損のかどで起訴しながら、その後裁判を迅速に進めないことは許されない－ そのようなやり方は関係者や他の者の表現の自由の行使を不当に制限しかねない萎縮効果をもたらす 。

４８．　冒涜の禁止にかかる法令等を含む、宗教もしくは他の信念体系に対す敬意の表明を禁止することは、規約第20条に想定されている特定の状況下を除いて、規約と相いれない。そのような禁止は、規約の第2条、第5条、第18条、および第26条等の条項をはじめ、第19条第3項の厳格な要件を満たさなければならない。それ故、例えば、そのような法令が特定の宗教または信念体系を有利に、もしくは不利に差別すること、あるいは、その信者を別の信者より、あるいは無宗教者よりも宗教信奉者を優遇することは許されない。また、そのような禁止を、宗教的指導者への批判、あるいは宗教上の理論および信仰教義に関する論評を妨げ、もしくは処罰するために使うことは許されない。

４９．　 歴史的事実に関する見解の表明を処罰する法律
 は、規約が意見および表現の自由の尊重に関連して締約国に課している義務と両立しない。規約は、過去の出来事に関する誤った意見や正しくない解釈の表明を一般的に禁止することを許さない。意見を持つ自由の権利に対する制限は決して課されてはならないものであり、表現の自由に関する制限は第3項で許容されるか、もしくは第20条で必要とされる範囲を超えてはならない。
第１９条と第２０条の関係 
５０．　第19条と第20条は相互に両立しあい、補完しあっている。第20条で取り上げられた行為は、すべて、第19条第3項によって制約の対象となるものである。従って、第20条に基づいて正当化される制限は、第19条第3項にもまた適合するものでなくてはならない。

５１．　第20条で取り上げられた行為と第19条第3項により制約の対象となる他の行為を区別するものは、規約が、第20条で取り上げられた行為に関して、締約国に要求される具体的な対応を示している点である。すなわち、法による禁止である。第20条が第19条に関連して特別法と見なされるのは、この点においてのみである。 
５２．　締約国が法的な禁止事項を設ける義務を負うのは、第20条に示された特定の表現形式に関してのみである。その他すべての場合において、締約国が表現の自由を制限する際には、第19条を厳格に遵守する中でその禁止事項と規定を正当化する必要がある。
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� Jong-Kyu Sohn v. 韓国, No. 518/1992.


� Coleman v. オーストラリア, No. 1157/2003.


� Dissanayake v. スリランカ, No. 1373/2005.


� Ballantyne et al. v. カナダ, No. 359, 385/89.


� Ross v. カナダ, No. 736/97.


� 一般的意見27、パラ14．さらに以下を参照のこと。Marques de Morais v. アンゴラ, No. 1128/2002; 


Coleman v. オーストラリア, No. 1157/2003.


� Bodrozic v. セルビア・モンテネグロ, No. 1180/2003.


� Shin v. 韓国, No. 926/2000.


� Sohn v. 韓国, No. 518/1992.


� Ilmari Lansman, et al. v. フィンランド, No. 511/1992.


� Sohn v. 韓国, No. 518/92; Shin v. 韓国, No. 926/2000.


� 日本に関する総括所見  (CCPR/C/JPN/CO/5).  


� 同上。


� チュニジアに関する総括所見 (CCPR/C/TUN/CO/5).  


� トーゴに関するに関する総括所見 (CCPR/CO/76/TGO); モルドヴァに関する総括所見


 (CCPR/CO/75/MDA). 


� Jung-Cheol Kim v. 韓国, No. 968/2001.   


� Bodrozic v. セルビア・モンテネグロ, No. 1180/2003. 


� 同上。


� Marques de Morais v. アンゴラ, No. 1128/2002.


� Aduayom et al. v. トーゴ, Nos. 422-424/1990.


� ドミニカ共和国に関する総括所見 (CCPR/CO/71/DOM).


� ホンジュラスに関する総括所見 (CCPR/C/HND/CO/1).


� ザンビアに関する総括所見 (CCPR/ZMB/CO/3).


� コスタリカに関する総括所見 (CCPR/C/CRI/CO/5).


� コスタリカに関する総括所見 (CCPR/C/CRI/CO/5); チュニジアに関する総括所見 ( CCPR/C/TUN/CO/5)　


� ベトナムに関する総括所見(CCPR/CO/75/VNM); レソトに関する総括所見(CCPR/CO/79/Add. 106).   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


� ガンビアに関する総括所見 (CCPR/CO/75/GMB).  


� レバノンに関する総括所見  (CCPR/CO/79/Add.78).  


� クウェートに関する総括所見 Kuwait (CCPR/CO/69/KWT); 


ウクライナに関する総括所見 (CCPR/CO/73/UKR).  


� クウェートに関する総括所見 Kyrgyzstan (CCPR/CO/69/KGZ). 


� ウクライナに関する総括所見 Ukraine (CCPR/CO/73/UKR).  


� レバノンに関する総括所見 Lebanon (CCPR/CO/79/Add.78).  


� ガイアナに関する総括所見 Guyana (CCPR/CO/79/Add.121); ロシアに関する総括所見


 (CCPR/CO/79/RUS); ベトナムに関する総括所見(CCPR/CO/75/VNM);


イタリアに関する総括所見 (CCPR/C/79/Add. 37).  


� レソトに関する総括所見 (CCPR/CO/79/Add. 106).  


� ウクライナに関する総括所見 Ukraine (CCPR/CO/73/UKR).  


� スリランカに関する総括所見 (CCPR/CO/79/LKA); 


トーゴに関する総括所見(CCPR/CO/76/TGO).


� ペルーに関する総括所見 (CCPR/CO/70/PER).  


�　シリアに関する総括所見(CCPR/CO/84/SYR).  


�　ウズベキスタンに関する総括所見 (CCPR/CO/83/UZB); 


モロッコに関する総括所見 (CCPR/CO/82/MAR).  


�　北朝鮮に関する総括所見 (CCPR/CO/72/PRK).  


�　クウェートに関する総括所見  (CCPR/CO/69/KWT).  


�　イギリスに関する総括所見 (CCPR/C/GBR/CO/6).  


�　ロシアに関する総括所見 (CCPR/CO/79/RUS).  


� イギリスに関する総括所見 (CCPR/C/GBR/CO/6).


� 同上。


� イギリスに関する総括所見 (CCPR/C/GBR/CO/6).


� イタリアに関する総括所見 (CCPR/C/ITA/CO/5); マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国に関する総括


　 所見 (CCPR/C/MKD/CO/2).


� Kankanamge v. スリランカ, No. 909/2000.


� イギリスに関する総括所見 (CCPR/C/79/Add.119);


および、クウェートに関する総括所見 (CCPR/CO/69/KWT).


� いわゆる｢記憶法｣; さらに以下を参照のこと。Faurisson v. フランス, No. 550/93.


� Ross v. カナダ, No. 736/1997.
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